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一般社団法人 全国労働安全衛生研究会 

災害に抗して 
編集 感染症対策研究部会（ yamada@peace.email.ne.jp ） 

２０２０・８・７ No.１8 
 

リーフ『政治利用されているコロナ災害』を 

                発行しました！ 

 

●パンフ『人災となった新型コロナ災害』の中間総括的な続編として、リーフ『政治利用さ

れているコロナ災害』を発行しました。ぜひご購読願います。 

●東京では危険な自宅療養が増えていますが、その対応が極めてずさんです。自治療養させ

ているだけで、配食サービス・買い物援助もなども公的にしていないところがほとんどです。

文京区の浅田保雄区会議員から報告です。文京区など２～３の区を除いてこの公的対応がで

きていないので、感染者が外出して、コンビニなどで買い物をするしかないとのことです。

これは劣悪です。 
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リーフ 『政治利用されているコロナ災害』 

－過去・現在・未来につながる人災－ 

●３０分〜４０分で読み切れる小リーフを発行しました。これはパンフの続編ともいえるものです。リ

ーフの内容のイメージとして、簡単に「目次」と、最初の「はじめに」と最後の「あとがきとして」を

紹介します。ぜひご購読をお願いいたします。 

●申し込みは、次ページの３ページの注文書の内容でお願いします。 

目 次 

  ・防疫・公衆衛生・医療が脆弱にされました 

  ・いのちを守らない「感染症対策」ばかりが 

  ・憲法上の様々な諸権利が「期間停止」に 

  ・コロナを政治利用した「新たな日常」が 

はじめに 

 コロナ感染症災害は、明らかに人災です。それは、これまでの自民党の政治、特に安倍政権の悪

政によって、防疫・公衆衛生・医療介護の体制が激しく壊され、感染症に脆弱な社会にされました。

その「過去の実績」です。そして今回の、国民のいのちを最優先にしない感染症防止と生活支援の

間違った「現在のやり方」です。 

 さらには、コロナ災害を政治利用し、これから一気に目指されている憲法体制と生活・平和を破

壊する「社会変革」？である「新しい社会」「新しい日常」への未来への動きです。 

 コロナ災害は、過去・現在・未来にわたっての悪政による人災です。先に報告させていただいた

パンフ『人災となった新型コロナ災害』の続きとして、現在の実態から考えていきましょう。 

あとがきとして 

 もし火事が勢いをまして燃え広がりはじめたなら、当然、全力を上げて鎮火し、被災者の救助と

治療をするはずです。その最中に、もっぱら「見舞金とその支給のアピール」だけなら、その火事

は大火となり人災です。また「地上げに１０年はかかるが、焼け野原が広がるなら国際賭博場用地

が一気にできる。地域の大変革の契機として誘致したい」とするなら大火の政治利用で、とんでも

ない悪政です。 

 今の政権はこれと似ています。必要な生活・経済対策は、初動対応としての早期発見・早期隔離・

早期入院が前提です。それをしないままに、半年が経過しても検査数も医療体制も不十分な状態で

す。しかも「コロナ共生社会」が叫ばれ、政権にとって都合のいい「社会変革」「新たな日常」のみ

の実現では、コロナ災害は人災であり、その政治利用をしていることになります。 

 いのちを守るために、この事態に気づき合い、共にいのちを奪う政治を転換させる契機としてい

きましょう！                   （「政治利用されているコロナ災害」より） 
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病院と病床を削減する計画だから入院を国民から遠ざけている！ 

国と東京都の公的な医療・感染症対策は、極めておかしい。感染症対策の原則は、早期発見・早

期隔離・早期入院です。それをいまだに検査を遠ざけ、しかも陽性者を「自宅療養」「ホテル療養」

にしています。つまり、入院治療をさせないのです。 

ひどいのは東京です。小池知事は、いまだに「ああしないで！」「こうしないで！」の自己責任

を求めるだけで、公的責任がありません。都内の自宅療養は７００人以上でも仮設病院もなく、患

者の食事や廃棄物処理の安全対策すらしていません。これは政権も都知事も、国民のいのちより「病

院と病床の削減計画」を優先し、入院治療を制限したいからです。 

以下は今回のリーフ『政治利用されているコロナ災害』からの引用と朝日新聞4/10の報道です。 

 

早期隔離・早期入院ではなく 危ない「自宅療養」が 

国は、初期の段階でも、感染症の基本原則である陽性者の早期発見・早期隔離・早期入院治療を行いません

でした。無症状の感染者、軽症の感染者も感染力は同じで、むしろ行動できるだけに危険です。しかし、入院

治療は「重症者」のみとし、「自宅療養」にもさせていました。国際的な経験を知っていながら活かしません

でした。しかも都道府県によっても異なる

対応です。病床が確保されていない東京

圏・大阪・福岡などは自宅療養が多い状態

となりました。これでは患者の安全性も医

療の公平性もありません。 

 

地域の感染源・「感染性廃棄物」を野

放しに  

検査が不十分だと感染者が野放しにな

ります。また「自宅療養」「ホテル療養」

も家族や地域の感染を広げます。特に東京

都では公的な配食提供がないために、感染

者が弁当を買いに行く状況も続けられた

とのことです。さらに感染者から排出され

るゴミはどう扱われたのか？本来「感染性

廃棄物」として専用容器での密閉と焼却な

ど厳重な安全性が求められます。しかし厚

生労働省の判断は劣悪です。排出される

「場所の違い」によって、病院なら「感染

性廃棄物」とし、自宅療養なら「一般の家

庭ごみ」としたのです。したがって家庭・

地域とゴミ収集・処理の作業員の危険性を

放置し、現に感染者も発生させたのです。 
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